
労働トラブルの未然防止に力を入れている 

社会保険労務士

 丸山事務所 通信

２０１９年 ７月（第１２２号）

本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メール

アドレスを教え頂いた会社さんへお送りして

おります。不要の方はお手数ですがメール、

ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さいます

ようお願い申し上げます。 

就業規則は定期的な見直しが必要です 

たとえ完璧に作られた就業規則であっても、

時間の経過とともに不都合が起きる可能性があ

ります。定期的に、出来れば年に一回は見直し

が必要です。弊事務所では、法的視点、第三者

的視点から御社の就業規則を診断します。 
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職務専念義務
職務専念義務は労働基準法にも労働契約法にも

明文化されていませんが、雇用契約に当然に含ま

れる社員の義務と解釈されています。 

今回は、職務専念義務の法的側面、裁判例、違

反者に対する懲戒時の配慮事項等を紹介します。 

 職務専念義務の法的側面 

国家公務員法では、その第９６条で、「すべて職

員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のた

めに勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力

を挙げてこれに専念しなければならない」と規定

し、更に第１０１条で、「職員は、勤務時間及びそ

の職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用

い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事し

なければならない。」と職務専念義務を明確にして

います。地方公務員法でも同様の規定があります。

民間の雇用契約に関連する法律では職務専念義務

を定めている規定はありません。 

民法第６２３条の雇用の定義で、「当事者の一方

が相手方に対して労働に従事することを約し、相

手方がこれに対してその報酬を与えることを約す

ること」とあります。労働基準法では、原則とし

て賃金は労働時間に応じて支払うことを規定して

います。ここから、勤務時間中は全面的に労働に

従事して、そのほかの活動は一切してはいけない

との結論に至ることに左程の違和感はありません。

つまり、民間の雇用契約に関しても社員には職務

専念義務は課せられていると解釈できます。 

 職務専念義務違反の裁判例 

懲戒処分の有効性・無効性が争われた裁判にお

いて、会社が職務専念義務違反を主張している事

例は多く見られますが、裁判所がこれを認めた例

はそれほど多くありません。 

例えば、私的メールをした社員を会社が職務専

念義務違反として主張するケースでは、数回の私

的メールが職務専念義務違反であるとしても、こ

れをもって懲戒処分をするのは合理性に劣り、社

会通念上相当重すぎ、懲戒権の濫用として無効と

されます。ところが、平成１７年９月１４日の福

岡高等裁判所の判決では、５年間で分かっている

だけでも勤務時間中に３，０００件ほどのメール

の送受信を繰り返していた社員を懲戒解雇にした

事例では、職務に専念すべき義務に著しく反し、

その程度も相当に重いとして職務専念義務違反に

対する処分の有効性を認めています。 

 懲戒処分時の配慮事項 

懲戒処分は労働契約法第１５条の「客観的に合

理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認め

られない場合は、その権利を濫用したものとして、

当該懲戒は、無効とする。」に照らしてその有効性

が判断されます。勤務時間中であっても、短時間、

低頻度の次のような時間は一般的に職務専念義務

の例外として扱われます。①トイレ時間、②家庭

内の連絡時間、③喫煙時間、④雑談、息抜き時間

等。ただし、短時間の喫煙も許されない業務もあ

ります。そのときは就業規則等に明記し、周知徹

底しておくことが必要です。 

実際に懲戒処分をするためには、①公平性：あ

る特定の社員の狙い撃ちは不可、②注意喚起・警

告：注意も警告もなしで、いきなりの処分は難し

い、③良好な職場環境：厳しすぎると職場がギク

シャクして活気がなくなる、に配慮すべきです。 

会社の目的は、職務専念義務違反者を処分こと

ではありません。社員が職務に専念することによ

って生産性を上げ、業績を上げることが目的です。

懲戒処分に際しては、真の目的を見失わないよう

に検討することが肝要です。 


